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1能登地⽅を震源とした地震の原⼦⼒発電所への影響について（異常なし）

本日16時10分頃、能登地⽅を震源とした地震が発⽣しました。地震発⽣後、直ちに各原⼦⼒発電所の運転状態を⽰す
パラメータを確認するとともに、現場確認を⾏い、発電設備に異常がないことを確認しています。
また、格納容器排気筒モニタおよび野外モニタの指⽰に異常はなく、本地震による環境への放射能の影響はありません。
なお、各原⼦⼒発電所の地震発⽣時の観測データは以下の通りです。

観測用地震計
最⼤加速度（ガル）

美浜発電所 １２．２１

高浜発電所 ３．９９

⼤飯発電所 ６．００

地震発⽣日時︓2024年1月1日 16時10分頃

※ ガル（単位・gal)︓地震による地盤や建物等の揺れの強さを表す加速度
の単位

※ 観測用地震計にて計測されたデータ（最⼤加速度[gal]）が設定値に
満たない場合は「－」で表⽰

※ 掲載している最⼤加速度は、当社の原⼦⼒発電所において、地震発⽣
時の発電所の揺れの⼤きさを記録するために設置した観測機器による観
測データであり、気象業務法に定められている気象観測の対象外となりま
す。

<参考＞
（１）福井県および原⼦⼒発電所⽴地町の震度

福井県 嶺南︓震度４、嶺北︓震度５強
⽴地町 美浜町︓震度３、高浜町︓震度４、おおい町︓震度４

（２）原⼦⼒発電所に設置している原⼦炉保護用地震計の原⼦炉自動
停止設定値（最⼤加速度）

原⼦炉自動停止設定値

美浜発電所
水平⽅向 １６０ガル

鉛直⽅向 ８０ガル

高浜発電所
水平⽅向 １６０ガル

鉛直⽅向 ８０ガル

⼤飯発電所
水平⽅向 １６０ガル

鉛直⽅向 ８０ガル

【2024年1月1日 弊社ホームページにてお知らせ】



2プラントの運転・定期検査の状況

発電所 ~2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

美浜
3号機

大飯
3号機

大飯
4号機

高浜
1号機

高浜
2号機

高浜
3号機

高浜
4号機

現時点

▼7/5並列

第18回
定期検査

▼7/28特重運用開始

▼12/8特重運用開始

▼8/10特重運用開始

★8/24特重設置期限

★8/24特重設置期限

▼2022.1安全性向上対策⼯事完了

▼8/2並列

▼9/20並列

★6/9特重設置期限

★6/9特重設置期限

▼7/14特重運用開始

第27回
定期検査

第20回
定期検査

第19回
定期検査

▼8/31解列
▼

第19回
定期検査

▼︓実績
▽︓予定

▼10/23解列

★10/25特重設置期限

第26回
定期検査

第27回
定期検査

第27回
定期検査

▼9/1並列

▼8/23解列

▼3/11解列 ▼7/17並列

第25回
定期検査

第18回
定期検査

▼6/29並列

4月

３月

第20回
定期検査

12月 2月

第28回
定期検査

6月 8月

第28回
定期検査

11 月 2月

▼2011/1/10解列

▼2011/11/25解列

※定期検査︓解列~並列

▼9/18解列
第25回

定期検査

▼3/1解列 ▼7/26並列
第27回

定期検査

1月 未定

▼4/15並列
第24回

定期検査

未定6/8解列▼

第23回定期検査

11/6並列▼

▼12/18並列

▼1/30原⼦炉自動停止

第28回
定期検査

▼3/25並列

▼8/31特重運用開始

▼10/25解列

第26回
定期検査

▼

12/16解列 ▼

1/20並列▼

▼2/10解列

定期検査
第 回25

12/25並列

10/27並列
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＜SALTO準備状況＞
 模擬レビュー（2023.8.21〜25）

2024年4月のレビュー(本番)に向け、お互いの理解を深め本質的なコミュニケーションができるようIAEA職員及び
海外の専門家(計9名)による模擬レビューを実施
・本番とほぼ同じレビュー範囲、同じレビュー形式にて各分野の専門家と、約３日間議論
関⻄電⼒の取組、レビュー内容の説明⽅法、資料の現在の準備状況に対する意⾒を拝受

 確認結果（海外専門家からのアドバイス）
＜経年化評価等＞

・経年化管理はしっかりと⾏われているが、対象スコープ設定の⽅法や経年化評価のプロセスが異なるため、本
番レビューでは海外レビューワに関電の管理⽅法を理解してもらうための⼯夫が必要

＜⼈的資源、⼒量＞
・新入社員（技術系）は、最初に運転員としての訓練を受け、プラントの広範囲の技術的基礎を身に着けた
上で各課に配属されており良好

・⼈材確保・配置に関して詳細な役割分担や責任が不明瞭な部分があり、今後のレビューを受けるにあたり整
理が必要

IAEAの外部評価（SALTOピアレビューに対する準備状況）

SALTOピアレビューを2024年4月（4/16〜25）に実施することを決定。現在はレビュー本番に向け、海外専門家のアドバ
イスも参考とし、関電の取組を説明するための資料準備を進めている。

2022.112022.5

SALTOピアレビュー
（2024/4/16〜25）

フォローアップ
（約4日間）

2016.11,12

運転期間
延⻑認可

50年⽬

IAEAと
レビュー合意

40年⽬

2021.7

再稼働

現在

ワークショップ

2024 2025 20262023202220212016

美浜3号機
プラント状況

SALTO
ピアレビュー

2024.4 2026年度 2026.11

レビュー結果のフォロー

今後のスケジュール

模擬レビュー

2023.8



4

 令和４年度 岐阜県防災会議原⼦⼒専門部会（R5.2.21開催）以降のトラブル情報等についてそれぞれ原因を調査し、

必要な対策を実施している。

発⽣年⽉⽇ 発電所 件名 法令対象
2023年1月30日 高浜４号機 高浜発電所４号機の原⼦炉自動停止について 〇
2023年2月13日 ⼤飯１号機 ⼤飯発電所１号機の原⼦炉格納容器内におけるアイスコンデンサ室冷却配管の損傷に伴う冷媒

の漏えいについて －
2023年3月15日 高浜3号機 高浜発電所３号機の運転上の制限の逸脱について

（原⼦炉補機冷却水冷却器からの冷却水漏えい） －

2023年4月20日
美浜3号機
高浜１,３,４号機
⼤飯３，４号機

当社原⼦⼒発電所の運転上の制限の逸脱について
（通信事業者の衛星回線不具合による衛星電話(携帯)使用不能） －

2023年4月22日 高浜3号機 高浜発電所３号機の運転上の制限の逸脱について
（Ｃ蒸気発⽣器水位計の指⽰低下） －

2023年5月29日 高浜4号機 高浜発電所４号機の復水器への海水混入について －
2023年8月15日 高浜1号機 高浜発電所１号機の運転上の制限の逸脱について

（格納容器内高レンジエリアモニタＣＨ４故障警報発信） －
2023年10月17日 高浜3号機 高浜発電所３号機の定期検査状況について

（蒸気発⽣器伝熱管損傷） 〇
2023年11月6日 美浜3号機 美浜発電所３号機の運転上の制限の逸脱について

（美浜発電所３号機予備変圧器しゃ断器の自動開放） －
2023年12月18日 美浜3号機 美浜発電所３号機の運転上の制限の逸脱について

（美浜発電所３号機⾮常用ディーゼル発電機Ａ燃料油移送ポンプの運転上の制限の逸脱） －
2023年12月23日 美浜3号機 美浜発電所３号機の運転上の制限の逸脱について

（美浜発電所３号機予備変圧器しゃ断器の自動開放） －
2024年1月22日 高浜4号機 高浜発電所４号機の蒸気発⽣器伝熱管損傷について 〇
2024年1月22日 高浜1号機 高浜発電所1号機の出⼒降下について

（Ｂ給水ブースタポンプ入⼝配管からの蒸気漏れ） 〇

至近のトラブル情報等一覧

14

18

18

参考

参考

参考 20

参考



発電所名 廃止措置中プラントの状況

美浜1号機

2017.4.19 廃止措置計画認可
（第１段階開始）

2022.3.23 第２段階以降の
廃止措置計画認可

2022.4.1 第２段階開始

【主な作業状況】
・2次系設備の解体撤去作業中
・1次系設備の解体撤去作業中美浜2号機

大飯1号機 2019.12.11 廃止措置計画認可
（第１段階開始）

【主な作業状況】
・2次系設備の解体撤去作業中
・汚染状況調査2023.7現地作業

（原⼦炉容器内・外の 試料採取、
放射線測定）終了大飯2号機

5廃止措置プラントの状況

内部スプレポンプモータ撤去後内部スプレポンプモータ撤去前

⼤飯１,２号機の2次系設備の解体撤去状況（例）

湿分分離加熱器撤去前 湿分分離加熱器撤去後

美浜1,２号機の１次系設備の解体撤去状況（例）



6

・六ヶ所再処理工場の２０２４年度上期の出来るだけ早い時期の竣工に向け、関西電力を中心に、審査・検査に対応する人材を更に確保

・２０２５年度から再処理開始、２０２６年度から使用済燃料受入れ開始。再処理工場への関西電力の使用済燃料の搬出にあたり、必要量を確保し搬

出するよう取り組む

・使用済ＭＯＸ燃料の再処理実証研究のため、２０２７年度から２０２９年度にかけて高浜発電所の使用済燃料約２００ｔを仏国オラノ社に搬出

さらに実証研究の進捗・状況に応じ、仏国への搬出量の積み増しを検討

・中間貯蔵施設の他地点を確保し、２０３０年頃に操業開始

・中間貯蔵施設の操業を開始する２０３０年頃までの間、六ヶ所再処理工場および仏国オラノ社への搬出により、使用済燃料の貯蔵量の増加を抑制

・あらゆる可能性を組み合わせて必要な搬出容量を確保し、着実に発電所が継続して運転できるよう、環境を整備する

・本ロードマップの実効性を担保するため、今後、原則として貯蔵容量を増加させない

・使用済燃料の中間貯蔵施設へのより円滑な搬出、さらに搬出までの間、電源を使用せずに安全性の高い方式で保管できるよう、発電所からの将来の

搬出に備えて発電所構内に乾式貯蔵施設の設置を検討

年度 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

六ヶ所再処理工場

使用済ＭＯＸ燃料

再処理実証研究

中間貯蔵施設

竣

工

各電力会社の使用済燃料の再処理

70t 170t 70t （徐々に800tに増加） 800t 800t 800t 800t 800t

70t 170t 70t （徐々に800tに増加） 800t 800t 800t 800t

各電力会社の使用済燃料受入れ（発電所から搬出）

高浜発電所から仏国搬出（オラノ社への搬出200t）

70t 70t 60t

中間貯蔵施設 操業

使用済燃料対策ロードマップ 2023年10月10日
関⻄電⼒株式会社



7

 当社は、使用済燃料対策推進計画に基づき、中間貯蔵施設の操業に向けた取組み等を展開
 ７基体制の確⽴の後、２０３０年頃の中間貯蔵施設の操業に向けて、使用済燃料対策推進

計画を補完する指針として、使用済燃料対策ロードマップを策定
 使用済燃料対策ロードマップの取組みを適切に管理するため、当社は、取組みの進捗状況を随時

確認
 使用済燃料対策ロードマップは、今後の取組みの進捗状況の確認結果等に応じて、適宜⾒直し、

改善を実施

【使用済燃料対策ロードマップの記載事項】
 六ケ所再処理⼯場への使用済燃料の搬出
 使用済ＭＯＸ燃料再処理実証研究に伴う仏国オラノ社への使用済燃料の搬出
 中間貯蔵施設の２０３０年頃の操業開始、操業に向けた準備

【取組みのフォローアップ】
 当社は、取組みの進捗状況を随時確認し、必要に応じ、ロードマップを⾒直す

使用済燃料対策ロードマップについて 添 付



8使用済燃料乾式貯蔵施設の概要

上図はイメージであり、輸送・貯蔵兼用キャスクの配置は
設置基数、敷地形状、遮蔽設計等を踏まえ設定する。

設置⽅法イメージ

輸送・貯蔵兼用キャスク

衝撃吸収カバー

格納設備

吸気⼝

排気⼝

【⽬的】
・使用済燃料の中間貯蔵施設へのより円滑な搬出、さらに搬出までの間、電源を使用せずに安全性の高い⽅式で保管で
きるよう、発電所からの将来の搬出に備えて、美浜、高浜および⼤飯の各発電所構内に使用済燃料乾式貯蔵施設を設
置する。

【使⽤済燃料の貯蔵⽅式︓個別格納⽅式】
・輸送・貯蔵兼用キャスクに衝撃吸収カバーを取り付け、横向きの状態で架台に載せ、基礎等に固定しない⽅法を採用。
・発電所敷地境界外での放射線量を低減するため、遮蔽用の鉄筋コンクリート製の格納設備をキャスクごとに設置。
敷地境界外における空間線量率は、原⼦炉施設本体等からの線量を含めても⽬標値である年間50μSvを十分下回る。

・この⽅式は、乾式貯蔵に係る規制が⾒直され※、安全性が確保された様々な貯蔵⽅式に対応したことを受けたもの。
※原⼦⼒発電所敷地内での輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵に関する審査ガイド（2019年3月）

材質 鉄筋コンクリート
寸法 幅︓約6m、⻑さ︓約9m、高さ︓約5ｍ

<格納設備の主な仕様>

鉄筋コンクリート製パネルをボルト等で接合

鉄筋コンクリート製パネル



9輸送・貯蔵兼用キャスクの概要
【輸送・貯蔵兼⽤キャスクの安全機能】

＜輸送・貯蔵兼用キャスクの主な仕様＞
美浜 高浜、⼤飯

主要寸法
（キャスク本体）

全⻑ 約5.2m
外径 約2.5ｍ

全⻑ 約5.2m
外径 約2.6m

収納燃料 15×15型ウラン燃料 15×15型ウラン燃料
17×17型ウラン燃料

使用済燃料
収納体数 21体 24体

収納する燃料の
冷却期間 15年以上

設計貯蔵期間 60年

・除熱機能 ︓ 発⽣する熱をキャスクの表⾯に伝え、外気で冷却
・閉じ込め機能 ︓ 一次蓋、二次蓋の二重蓋で密封を維持し、放射性物質を閉じ込め
・遮蔽機能 ︓ ⾦属製の胴・蓋や中性⼦遮蔽材等により放射線を遮蔽
・臨界防⽌機能 ︓ バスケットにより使用済燃料の間隔を保ち臨界を防止
・堅牢性 ︓ 地震時に作用する⼒、⻯巻による⾶来物の衝突、森林⽕災等の自然現象および地震等による

格納設備損傷の影響に対しても安全機能が維持できる

伝熱フィン

胴（⾦属製）

中性⼦遮蔽材

バスケット

一次蓋

二次蓋

衝撃吸収カバー

三次蓋（衝撃吸収カバーを取り付けるために必要となる蓋）

衝撃吸収カバー



10使用済燃料乾式貯蔵施設の容量、設置位置等
・ 乾式貯蔵施設の容量は、中間貯蔵施設へ輸送する輸送船の積載可能量や年間の輸送可能回数から算出した

年間輸送可能量を3つの発電所合計の容量(約700t)とし、各発電所における使用済燃料の発⽣量に応じて按
分する。

・ 原⼦炉設置変更許可の申請は、１つの場所で最⼤の容量となる高浜発電所の１箇所を第一期分として先⾏し
て申請し、残りの高浜発電所第二期分、⼤飯・美浜発電所の申請については、高浜発電所第一期の安全審査
での議論を適切に反映したうえで申請する。

美浜発電所 高浜発電所 ⼤飯発電所
容量 最⼤10基、約100t 最⼤32基、約350t 最⼤23基、約250t

設置位置

⼯期 2026年〜2030年頃 （第一期）2025年〜2027年頃
（第二期）2025年〜2030年頃 2025年〜2030年頃

第二期(最⼤10基、約110t)

第一期(最⼤22基、約240t)

最⼤15基、約160t

最⼤8基、約90t
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参考資料



12美浜発電所の基準地震動・基準津波について
【美浜原⼦⼒発電所再稼働に向けた住⺠説明会（2020年12月5日開催）資料より抜粋】



13関⻄電⼒のモニタポスト構成

種 類 局 数 電 源 通 信

発電所モニタポスト
１８局

（各発電所６局）
・発電所安全防護系電源
・自局無停電電源装置（24時間）

・有線：自営光回線
・無線：専用デジタル無線

広域用モニタポスト ２２局
・一般商用電源
・自局無停電電源装置（24時間）

・有線：NTT専用線のみ

電子線量計式モニタポスト
（緊急時用観測局）

１０局
・一般商用電源
・自局バッテリ（１週間）

・無線：LTE通信
・無線：衛星通信

緊急時対策用可搬式モニタポスト ７台 ・バッテリ（１週間） ・無線：衛星通信

○当社モニタポストの設置個所 ○野外モニタシステム構成図（通信手段）

○モニタポストの仕様（電源、通信）

○当社モニタポストは発電所付近に各６局(計18局)、広域用に22局の計40局設置
○発電所モニタポスト、電⼦線量計式モニタポストのデータ通信は2回線を確保、さらに緊急時対策用可搬式モニタポストも配備

広域用
モニタポスト

電⼦線量計式モニタポスト（10局）
(緊急時用観測局）



14高浜４号機原⼦炉自動停止の原因調査と対策

<事象概要>
高浜４号機は定格熱出⼒一定運転中のところ、2023年1月30日15時21分、Ｂ中央制御室

に「ＰＲ中性⼦束急減トリップ※」警報が発信し、原⼦炉が自動停止するとともにタービンおよび発
電機が自動停止した。

その後、1月30日15時35分に高温停止状態、1月31日20時33分に冷温停止状態へ移⾏し
た。

※︓運転中（出⼒領域（PR））の中性⼦束を測定する検出器が４つ設置されており、２つの中性⼦束検出に
異常があった場合、原⼦炉を停止させる警報が発信する。（PR︓Power Range）
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＜原因調査＞

 「ＰＲ中性⼦束急減トリップ」警報が発信する場合に考えられるすべてのケースについて調査
を実施した結果、制御棒駆動装置以外に異常はみられず、制御棒駆動装置の詳細点検を
実施

高浜４号機原⼦炉自動停止の原因調査と対策
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拡大図

①覆いかぶさったケーブル束の
荷重により、ケーブル接続部
が引っ張られている状態

②ケーブル接続部で
接触不良が発⽣

＜推定原因＞

 調査の結果、原⼦炉格納容器貫通部出⼝（格納容器内側）と端⼦台の間において、
貫通部出⼝側電気ケーブルに、コイル側電気ケーブルが覆いかぶさっていたことが判明。こ
のため原⼦炉格納容器貫通部内から引っ張られる⼒が働き、電気ケーブル接続部で接触
不良となり、制御棒駆動部への電流が低下したため、制御棒が1本落下し、原⼦炉自動
停止に至ったものと推定

はんだ付け

ろう付け（銀ろう）

接続金具

約3.7mm
銅棒

ケーブル心線

ケーブル接続部（拡大図）

約10mm

高浜４号機原⼦炉自動停止の原因調査と対策
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D6
M10
K4 端子台から

切り離し

制御盤側

既設ケーブル

を振替

（格納容器外） （格納容器内）端子箱

貫通部

予備用ルート

貫通部

貫通部

コイル側

端子台から

新規ケーブル
を敷設

○ケーブル接続部の接触不良が認められた制御棒に繋がるケーブルを、予備用として敷設され
ている他のルートに変更 （3/16実施済）【下図参照】

○今回の事象を踏まえ、原⼦炉格納容器貫通部のケーブルに関する点検・保守⽅法や、
ケーブル敷設時の注意事項を社内マニュアルに反映（3/22実施済）

○高浜４号機のその他の原⼦炉格納容器貫通部55箇所の端⼦箱内の点検を実施し、
今回のようなケーブル束のよりかかりがないことを確認（3/3実施済）

<対策>

高浜４号機原⼦炉自動停止の原因調査と対策



18高浜3,4号機の蒸気発⽣器伝熱管損傷 18

伝熱管の拡⼤平⾯図

約6.3mm

約11.5mm

すき間
約0.2mm

伝熱管
管支持板の貫通穴
（２次冷却水）

１次
冷却材

【伝熱管概要】 外径︓約22.2mm
厚さ ︓約1.3mm
材質︓ｲﾝｺﾈﾙ600合⾦

（特殊熱処理）

１次冷却材入⼝
（高温側）

約２１ｍ

蒸気出⼝

湿分分離器

気水分離器

給水入⼝

伝熱管

管板
水室

１次冷却材出⼝
（低温側）仕切板

第１管支持板

第２管支持板

第３管支持板

第４管支持板

第５管支持板

第６管支持板

第７管支持板

＜事象の概要＞
 高浜3，4号機の蒸気発⽣器はそれぞれ3台あり、定期検査において、伝熱管の全数(約3,300本/台)渦流探傷検査※を実施している。
 検査の結果、高浜3号機では、2023年9月から実施した第26回定期検査において、1本の伝熱管に外⾯からの減肉とみられる有意な

信号指⽰が認められた。また、1本の伝熱管に内⾯からの割れとみられる有意な信号指⽰が認められた。
 高浜４号機でも、2023年12月から実施した第25回定期検査において、4本の伝熱管に外⾯からの減肉とみられる有意な信号指⽰が

認められた。

※渦流探傷検査︓高周波電流を流したコイルを伝熱管に接近させることで対象物に渦電流を
発⽣させ、対象物のきず等により⽣じた渦電流の変化を電気信号として取
り出すことによりきず等を検出する検査。



19高浜3,4号機 蒸気発⽣器伝熱管損傷



20高浜１号機のＢ給水ブースタポンプ入⼝配管からの蒸気漏れに関する原因と対策について

＜事象の概要＞
 高浜１号機は定格熱出⼒一定運転中のところ、２０２４年１月２１日にＢ給水ブースタポンプ入⼝配管の一部から僅かな蒸気漏

れを確認したため、１月２２日に待機中のＣポンプを起動し、Ｂポンプを停止した。その後、Ａポンプのグランド部からの２次冷却水の
排水量が通常よりも多いことを確認したため、電気出⼒を４０％にした上で点検等を実施した。

 現場確認の結果、Ｂポンプ入⼝配管のベント管の管台付け根付近からの漏えいであったことから、浸透探傷試験を実施したところ、管台
溶接部に沿った浸透指⽰模様が認められた。また、当該ベント管頂部に凹みがあることを確認した。このため、当該部を切り出し、メーカ
⼯場等にて破⾯観察等の調査を実施することとした。なお、Ａポンプについては、グランド部の点検等の結果、異常は認められなかった。

＜推定原因＞

 過去の定期検査（第２１回定期検査２００２年実施）の際、取り外した架台梁の復旧作業において、ベント管頂部と架台梁との
隙間が十分に確保されず、プラント運転中は配管等の熱伸びによりベント管頂部と架台梁が接触し、ベント管付け根部に曲げ応⼒が発
⽣する状態となっていた。この状態でＢポンプの運転に伴い、ベント管付け根部に振動も加わることで、きずがベント管の外表⾯に発⽣し、
内⾯へ徐々に進展し貫通に至り、蒸気漏れが発⽣したと推定した。

＜対策＞

 損傷したベント管については新品に取り替えるとともに、入⼝配管等の熱伸びが発⽣しても接触しないよう架台梁の形状を変更する。
 発電所内で⼯事を実施した際は、高温状態の配管等が熱伸びで周辺機器と接触していないか⼯事完了後に確認する旨を社内マニュ

アルに反映する。



21高浜１号機のＢ給水ブースタポンプ入⼝配管からの蒸気漏れに関する原因と対策について

＜発生場所＞

高浜発電所１号機 タービン建屋１Ｆ平面図（抜粋）

1号2号

3号4号

発生場所：高浜発電所１号機 タービン建屋１Ｆ

給水ブースタポンプ

A

B

C

発生場所

＜系統図＞



22高浜１号機のＢ給水ブースタポンプ入⼝配管からの蒸気漏れに関する原因と対策について


